
社会保険の事務手続［関西版］

年　金 その他健康保険

令和8年度版

社会保険の
事務手続

実務に
役立つ

●被扶養者の収入要件の見直し
●協会けんぽの電子申請がスタート
●子ども・子育て支援金制度がスタート

●厚生年金はプラス 2.0％の改定
●在職老齢年金の支給停止調整額は
　65万円に
●適用拡大をはじめとする年金制度
　改正が実施

●適用拡大による保険料負担の軽減措置
　を実施

●治療と就業の両立支援、高年齢労働者
　の労災防止が努力義務に

標準報酬月額・保険料等月額表
健康保険・厚生年金保険
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令和8年3月発行／社会保険研究所　〒542-0012　大阪市中央区谷町9-1-18　電話06（6765）7836
※本書の内容は令和8年2月末時点の情報で作成しています。
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一般財団法人　大阪府社会保険協会

標準報酬
月額等級 標準報酬

月額
報酬月額

保険料等（被保険者負担分 単位：円）
協会けんぽ大阪支部 厚生年金保険

令和 8.3 〜 令和 8.3 〜 令和 8.4 〜
一般 坑内員・船員健保 厚年 円以上 円未満 介護保険

非該当
介護保険

該当
子ども・子育て

支援金
1 58,000 63,000 2,937.7 3,407.5 66.7 厚生年金保険では、報酬月額が 83,000 円未満であ

る場合にも標準報酬月額は 88,000 円（第１級）と
なり、報酬月額が 665,000 円以上である場合にも
標準報酬月額は 650,000 円（第 32 級）となります。

2 68,000 63,000 73,000 3,444.2 3,995.0 78.2 
3 78,000 73,000 83,000 3,950.7 4,582.5 89.7 
4 1 88,000 83,000 93,000 4,457.2 5,170.0 101.2 8,052 8,052 
5 2 98,000 93,000 101,000 4,963.7 5,757.5 112.7 8,967 8,967 
6 3 104,000 101,000 107,000 5,267.6 6,110.0 119.6 9,516 9,516 
7 4 110,000 107,000 114,000 5,571.5 6,462.5 126.5 10,065 10,065 
8 5 118,000 114,000 122,000 5,976.7 6,932.5 135.7 10,797 10,797 
9 6 126,000 122,000 130,000 6,381.9 7,402.5 144.9 11,529 11,529 
10 7 134,000 130,000 138,000 6,787.1 7,872.5 154.1 12,261 12,261 
11 8 142,000 138,000 146,000 7,192.3 8,342.5 163.3 12,993 12,993 
12 9 150,000 146,000 155,000 7,597.5 8,812.5 172.5 13,725 13,725 
13 10 160,000 155,000 165,000 8,104.0 9,400.0 184.0 14,640 14,640 
14 11 170,000 165,000 175,000 8,610.5 9,987.5 195.5 15,555 15,555 
15 12 180,000 175,000 185,000 9,117.0 10,575.0 207.0 16,470 16,470 
16 13 190,000 185,000 195,000 9,623.5 11,162.5 218.5 17,385 17,385 
17 14 200,000 195,000 210,000 10,130.0 11,750.0 230.0 18,300 18,300 
18 15 220,000 210,000 230,000 11,143.0 12,925.0 253.0 20,130 20,130 
19 16 240,000 230,000 250,000 12,156.0 14,100.0 276.0 21,960 21,960 
20 17 260,000 250,000 270,000 13,169.0 15,275.0 299.0 23,790 23,790 
21 18 280,000 270,000 290,000 14,182.0 16,450.0 322.0 25,620 25,620 
22 19 300,000 290,000 310,000 15,195.0 17,625.0 345.0 27,450 27,450 
23 20 320,000 310,000 330,000 16,208.0 18,800.0 368.0 29,280 29,280 
24 21 340,000 330,000 350,000 17,221.0 19,975.0 391.0 31,110 31,110 
25 22 360,000 350,000 370,000 18,234.0 21,150.0 414.0 32,940 32,940 
26 23 380,000 370,000 395,000 19,247.0 22,325.0 437.0 34,770 34,770 
27 24 410,000 395,000 425,000 20,766.5 24,087.5 471.5 37,515 37,515 
28 25 440,000 425,000 455,000 22,286.0 25,850.0 506.0 40,260 40,260 
29 26 470,000 455,000 485,000 23,805.5 27,612.5 540.5 43,005 43,005 
30 27 500,000 485,000 515,000 25,325.0 29,375.0 575.0 45,750 45,750 
31 28 530,000 515,000 545,000 26,844.5 31,137.5 609.5 48,495 48,495 
32 29 560,000 545,000 575,000 28,364.0 32,900.0 644.0 51,240 51,240 
33 30 590,000 575,000 605,000 29,883.5 34,662.5 678.5 53,985 53,985 
34 31 620,000 605,000 635,000 31,403.0 36,425.0 713.0 56,730 56,730 
35 32 650,000 635,000 665,000 32,922.5 38,187.5 747.5 59,475 59,475 
36 680,000 665,000 695,000 34,442.0 39,950.0 782.0 ◎	 ■■■■の部分は健康保険のみに適用。

◎	 健康保険（協会けんぽ）の保険料率は平成
21 年９月分から都道府県単位保険料率に移
行、標準報酬月額は平成 28 年４月適用。
介護保険料率は令和8年３月分（４月納付分）
から 16.2/1000。

◎	 子ども・子育て支援金の支援金率は令和 8 年
4 月分（5 月納付分）から 2.3/1000。

◎	 厚生年金保険の保険料率は、一般・坑内員・
船員ともに平成 29 年９月分から 183/1000
に固定。

◎	 標準賞与額にかかる保険料率も上記に同じ。

37 710,000 695,000 730,000 35,961.5 41,712.5 816.5 
38 750,000 730,000 770,000 37,987.5 44,062.5 862.5 
39 790,000 770,000 810,000 40,013.5 46,412.5 908.5 
40 830,000 810,000 855,000 42,039.5 48,762.5 954.5 
41 880,000 855,000 905,000 44,572.0 51,700.0 1,012.0 
42 930,000 905,000 955,000 47,104.5 54,637.5 1,069.5 
43 980,000 955,000 1,005,000 49,637.0 57,575.0 1,127.0 
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 52,169.5 60,512.5 1,184.5 
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 55,208.5 64,037.5 1,253.5 
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 58,247.5 67,562.5 1,322.5 
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 61,286.5 71,087.5 1,391.5 
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 64,325.5 74,612.5 1,460.5 
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 67,364.5 78,137.5 1,529.5 
50 1,390,000 1,355,000 70,403.5 81,662.5 1,598.5 

＊協会けんぽ大阪支部：保険料率は10.13％（介護保険第2号被保険者に該当する場合は11.75％）〈労使折半〉

（1）	 保険料は事業主と被保険者が折半で負担。ただし、健康保険の任意継続被保険者、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者（事業主の同意がないとき）
は全額被保険者負担。

（2）	 被保険者負担分に円未満の端数がある場合の取扱いは、以下のとおりです。
	 ①	事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が 50 銭以下のときは切捨てし、50 銭をこえるときは切上げして１円と

なります。
	 ②	被保険者が被保険者負担分を事業主に現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が 50 銭未満のときは切捨てし、50 銭以上のときは切上げして１

円となります。
	 ①、②にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合は、その特約にもとづいて端数処理をすることができます。



被保険者
資　　格

従業員を採用した 被保険者資格取得届★   39頁
被保険者が退職した・死亡した 被保険者資格喪失届★   47頁
資格喪失（退職等）後個人で加入を続ける＊ 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書   48頁
＊任意継続被保険者の手続先は加入していた健康保険（協会けんぽ都道府県支部または各健康保険組合）です。

標準報酬
月　　額

定時決定（年1回、1年間の標準報酬月額を決めなおす） 被保険者報酬月額算定基礎届★   11頁
随時改定（昇給などで大幅に給料が変わり決めなおす） 被保険者報酬月額変更届★   23頁
産前産後休業／育児休業等終了時改定 産前産後休業／育児休業等終了時報酬月額変更届   33頁

標準賞与額 賞与、期末手当などを支給した 被保険者賞与支払届★   36頁

被扶養者 被扶養者に異動があった 健康保険被扶養者（異動）届★   44頁
被扶養者が国民年金第3号被保険者に該当した 国民年金第3号被保険者関係届（上の届と一体）★   44頁

被保険者 産前産後休業を取得／育児休業等を取得 産前産後休業取得者申出書／育児休業等取得者申出書   33頁

（単位：円）

都道府県名
食事で支払われる報酬等 住宅で支払われる報酬等

その他の
報酬等１人１月 あ た

りの 食 事 の 額
１人１日 あ た
りの 食 事 の 額

１人１日あたり
の朝食のみの額

１人１日あたり
の昼食のみの額

１人１日あたり
の夕食のみの額

１人１月あたりの住宅の利益の額
１畳 １平方メートル

1 北海道 25,500 850 210 300 340 1,110 530 時価
2 青森 24,300 810 200 280 330 1,040 460 時価
3 岩手 24,600 820 210 290 320 1,110 520 時価
4 宮城 24,600 820 210 290 320 1,520 680 時価
5 秋田 24,600 820 210 290 320 1,110 490 時価
6 山形 25,200 840 210 290 340 1,250 540 時価
7 福島 24,300 810 200 280 330 1,200 540 時価
8 茨城 24,300 810 200 280 330 1,340 600 時価
9 栃木 24,300 810 200 280 330 1,320 590 時価
10 群馬 23,700 790 200 280 310 1,280 550 時価
11 埼玉 24,300 810 200 280 330 1,810 840 時価
12 千葉 24,900 830 210 290 330 1,760 830 時価
13 東京 25,500 850 210 300 340 2,830 1,330 時価
14 神奈川 25,200 840 210 290 340 2,150 1,010 時価
15 新潟 24,600 820 210 290 320 1,360 580 時価
16 富山 24,900 830 210 290 330 1,290 560 時価
17 石川 25,200 840 210 290 340 1,340 580 時価
18 福井 25,500 850 210 300 340 1,220 540 時価
19 山梨 24,300 810 200 280 330 1,260 560 時価
20 長野 23,700 790 200 280 310 1,250 560 時価
21 岐阜 24,300 810 200 280 330 1,230 540 時価
22 静岡 24,300 810 200 280 330 1,460 650 時価
23 愛知 24,300 810 200 280 330 1,560 710 時価
24 三重 24,900 830 210 290 330 1,260 580 時価
25 滋賀 24,600 820 210 290 320 1,410 640 時価
26 京都 25,200 840 210 290 340 1,810 830 時価
27 大阪 24,600 820 210 290 320 1,780 820 時価
28 兵庫 24,900 830 210 290 330 1,580 730 時価
29 奈良 24,300 810 200 280 330 1,310 580 時価
30 和歌山 24,600 820 210 290 320 1,170 490 時価
31 鳥取 25,500 850 210 300 340 1,190 500 時価
32 島根 25,500 850 210 300 340 1,150 500 時価
33 岡山 24,900 830 210 290 330 1,360 620 時価
34 広島 25,200 840 210 290 340 1,410 670 時価
35 山口 25,200 840 210 290 340 1,140 500 時価
36 徳島 24,900 830 210 290 330 1,160 510 時価
37 香川 24,900 830 210 290 330 1,210 550 時価
38 愛媛 24,900 830 210 290 330 1,130 500 時価
39 高知 25,200 840 210 290 340 1,130 490 時価
40 福岡 24,600 820 210 290 320 1,430 670 時価
41 佐賀 24,300 810 200 280 330 1,170 510 時価
42 長崎 24,900 830 210 290 330 1,150 510 時価
43 熊本 25,200 840 210 290 340 1,150 530 時価
44 大分 24,600 820 210 290 320 1,170 530 時価
45 宮崎 24,300 810 200 280 330 1,080 490 時価
46 鹿児島 24,300 810 200 280 330 1,110 470 時価
47 沖縄 26,400 880 220 310 350 1,290 620 時価

令和8年4月1日時点

◉食事で支払われる報酬等（令和８年４月１日から上記の額が適用）
　	　昭和 33年７月５日付け内かんにより、告示額の３分の２以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による
食事の供与はないものとして取り扱います。

◉住宅で支払われる報酬等（令和８年 10 月１日から１平方メートル単位の額が適用）
⑴	価額の算出にあたっては、令和 8年 10月 1日から居住室面積ではなく総面積が算定対象となりますので、居間、茶の間、寝室、
客間、書斎、応接間、仏間、食事室などの居住用の室を算出する必要はありません。

⑵	同居世帯がある場合には、同居世帯が使用している室数も含め、被保険者数で除して１人分の価格を算定します。
⑶	洋間など畳を敷いていない居住用の室については、1.65 平方メートルを 1畳に換算し計算します。
⑷	居住用と居住用以外が混在している室（ダイニング・キッチン等）は、居住用以外の空間を除いて算定します。
※⑶⑷は令和 8年 9月末までの取扱い
■食事及び住宅以外の報酬等
⑴	労働協約に定めがある場合は、その価格を「時価」として取り扱います。
⑵	労働協約に定めがない場合は、実際費用を「時価」として取り扱います。
	 ただし、公定小売価格その他これに準ずる統制額（以下「当該額」）の定めがあるものについては、当該額を「時価」とします。
	 また、「時価」の決定に当たっては、税込価格で算定します。
※計算の結果、端数が生じた場合は 1円未満を切り捨てます。

厚生労働大臣が定める現物給与の価額

【社会保険における現物給与の価額の主な取扱いについて】

※青字が改定後の数字

※	事業主・社会保険労務士が行う上表★印の届書は、GビズIDだけでなく、電子証明書も利用可能です。

※ 組合管掌健康保険、厚生年金基金の加入事業所では、それぞれの保険者に手続が必要です。

※ 健康保険（適用関係）と厚生年金保険の郵送先は、事務センター・年金事務所です。
協会けんぽの健康保険の給付の申請などは、協会けんぽ都道府県支部に郵送で行います（都道府県支部での窓口申請もできます）

▶社会保険トピックス
◉	適用拡大による保険料負担の軽減措置／	
被扶養者の収入要件の見直し／	
健康保険の給付見直し………………………1

◉	協会けんぽの電子申請がスタート／	
治療と就業の両立支援と高年齢労働者
の労災防止が努力義務に……………………2

◉	厚生年金は2.0％、国民年金は1.9％のプラス改定／	
令和 8年度の保険料・年金額………………3

◉	適用拡大をはじめとする年金制度改正が実施……4

Ⅰ標準報酬月額の決定と改定

 標準報酬月額の決め方
毎月の保険料の対象となる報酬

区分と決める時期 	  6
対象となる報酬 	  7
報酬月額と標準報酬月額（例） 	  8

 定時決定と算定基礎届
全員の標準報酬を決めなおすとき

4 月・5月・6月の報酬で決定 	  9
報酬月額の計算方法 	  1 0
算定基礎届の記載例 	  1 1
適用拡大に関する主な事務手続 	  1 6
修正平均を出す場合（保険者算定） 	  1 7
被保険者の同意・申立書の記載例 	  2 0

 随時改定と月額変更届
給与が大幅に変わったとき

報酬の大幅変動で随時改定 	  2 1
月額変更届の記載例 	  2 3
修正平均を出す場合（差額支給の場合） 	  2 4
年間報酬の平均での算定の取り扱い 	  2 5
月額変更届早見表（昇給の場合） 	  2 6

Ⅱ保険料と被保険者期間

 保険料の計算と納め方
月々の保険料を納めるとき

保険料の計算方法と保険料率 	  2 8
保険料の納付方法 	  3 0
出産・育児に関する休業期間中の
　保険料・標準報酬月額  	  3 2
産休・育児休業等取得者申出書、産休・
　育児休業等報酬関係届の記載例  	  3 3

 標準賞与額と賞与支払届
賞与を支給したとき

年 3回以下の賞与が対象 	  3 4
賞与支払届の提出と保険料の納付 	  3 5
賞与支払届の記載例 	  3 6

 資格取得届
新たに従業員を採用したとき

適用事業所と被保険者 	  37
資格取得届の記載例 	  3 9

 被扶養者の健保と年金
従業員が家族を扶養するとき

健康保険の被扶養者 	  4 1
被扶養者は国内居住が要件 	  4 3
被扶養者（異動）届等の記載例 	  4 4
国民年金への加入と届出 	  4 5

 資格喪失届と継続加入
退職者などがあったとき

資格の喪失と届出 	  4 6
退職後の継続加入ができる場合 	  4 8

 電子申請・電子媒体申請
ペーパーレスに対応した申請方法

年金事務所への電子申請 	  4 9
電子媒体による申請 	  5 1
健康保険組合への電子申請 	  5 2

健康保険の給付
健康保険給付一覧 	  5 3

年金給付
年金給付一覧 	  5 5

※	本書の記載例では、事業主・被保険者等が記入する部分を色文字としています。この他、記載例については次の点にご留意ください。
	 記載例の氏名・住所や事業所名・所在地等は、編集部で任意設定したものであり、実在する人物や事業所等とは関係ありません。

健康保険・厚生年金保険の主な事務手続

【令和 8年度版】社会保険の事務手続 ︱目次

※ 本書の内容は、令和8年2月時点に基づいています（その後、一部改正や変更されることもあります）。
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